（様式第３号－1）

ゆいの森あらかわ等自動販売機設置提案書

　自動販売機設置の応募に当たり、下記のとおり提案します。

１　自動販売機本体について

ユニバーサルデザイン、転倒防止対策、機能上の特徴等について、販売機の種類ごとに概要を記載してください。　

	販売種目
	□紙パック　　　□ボトル缶・ペットボトル

	（概要）

【ユニバーサルデザイン】
該当するものにチェックし、総設置台数中何台が該当するのか、記載してください。また、その他特筆すべき点があれば、記載してください。

· 金銭が入れやすく、商品が取り出し安い工夫がされている（　　　　台中　　　　台）
· 商品選択ボタンが、押しやすい工夫がされている（　　　　台中　　　　台）

＜その他特筆すべき点＞

【転倒防止対策】
転倒防止対策は全ての自動販売機において必須となりますが、その方法を記載してください。
【機能上の特徴】

キャッシュレス決済が使用可能な自動販売機の台数を記載してください。また、その他機能上の特徴がある場合は、記載してください。
※　設置する自動販売機５台のうち、募集要項「２　募集内容」の設置箇所一覧の番号２～４はキャッシュレス決済が可能な機種を必ず設置すること。
· 飲料（紙パック）自動販売機のキャッシュレス決済の対応　（　可　・　不可　）
＜その他機能上の特徴＞




（注）１　設置する自動販売機のカタログを必ず添付してください。
２　環境への取組みについて

設置する自動販売機は、環境に配慮した省エネ及びノンフロンの機種としています。設置する自動販売機の環境配慮に関する機種の特性を、具体的に記載してください。
また、環境マネジメントシステムに関するＩＳＯ認証（ＩＳＯ１４００１）を取得している場合は、その有無をご記載ください。

	【環境配慮に関する機種の特性】

設置する自動販売機の環境配慮に関する機種の特性について、該当するものにチェックしてください。

　□　ノンフロン（必須項目）

□　ピークカット

□　ヒートポンプ

□　ＬＥＤ照明

【環境マネジメントシステムに関するＩＳＯ認証（ＩＳＯ１４００１）の取得状況】

□　取得している　

　□　取得していない



３　販売品目等について

　販売種目別に、取扱いが可能なすべての品目を記載してください。
	販売種目
	□紙パック　　　□ボトル缶・ペットボトル

	メーカー名
	商品名
	規　格

(内容量)
	容器の

種　類
	標準価格
（円）
	販売価格

（円）
	備考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	区が要望した場合の販売品目の変更や追加について、柔軟な対応は可能ですか。
また、対応可能な場合、対応に要する期間を記載してください。

・販売品目の変更・追加の対応    □　可　・　□　不可
・変更に要する期間　　　　　　　　　　　　日


（注）１　販売種目ごとに提出してください。（記入欄が足りない場合は、複数枚に記載してください）
２　上記の販売品目等には、応募者が予定している商品のメーカー名、商品名、規格（内容量）、容器の種類、標準価格（税込額）、販売価格（税込額）を全て記載してください。　　　　
４　商品の品質管理及び自動販売機の衛生管理について
　　商品の品質管理や衛生管理について、具体的な内容を記入してください。

	【商品の品質管理】

賞味期限切れに対する商品の品質管理方法について、具体的に記入してください。
＜賞味期限切れへの対策＞

【自動販売機の衛生管理】
訪問時の自動販売機定期点検及び周辺の清掃について、実施は可能ですか。
可能な場合、その頻度を選択してください。また、その他衛生管理に関する取り組みがある場合は、記載してください。
・訪問時の自動販売機定期点検及び周辺の清掃　   　 □　可　・　□　不可

・頻度　　□　毎回　　□　随時（汚れている場合など）　　

□　その他　（　　　　　　　　　　　　　　）
＜その他の取組み＞

　
　
　

【認証の取得状況】

　食品安全又は品質等に関する国際規格の認証を取得している場合、規格の名称を記載してください。

　□取得している（認証の規格名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□取得していない



５　商品の補充及び容器回収とその処分について

　　商品の補充、容器の回収及び処分について、具体的な考え方（夏季・冬季などの販売数が伸びる繁忙期の対応も含む）や通常期及び繁忙期の補充・回収の頻度を記載してください。
また、回収済み容器の処分にあたり、容器包装リサイクル法等に基づき実施している取り組みについて記載してください。
	【商品の補充、容器の回収及び処分の頻度】

商品の補充・回収について通常期の頻度及び繁忙期における随時対応について、該当するものにチェックし、その考え方や方法等を等具体的に記載してください。
・通常期の頻度　 　　　 □　年間を通して週１回　　□　年間を通して週２回

　　　　　　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

＜具体的な内容＞

・繁忙期の対応　　　　　□　随時対応可能　　□　対応不可能

　　　　　　　　　　　　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
＜具体的な内容＞
【容器包装リサイクル法等に基づいた取組み】

容器包装リサイクル法等に基づく容器の再商品化及びその他の環境活動について、実施している取組等で該当するものにチェックし、その内容を具体的に記載してください。

　□　容器の再商品化

□　環境活動
＜具体的な内容＞



６　緊急時の対応について

自動販売機の故障、商品の不備等に対する現場対応、問い合わせ及び苦情等に対する対応について、記載してください。
（コールセンターの設置や土曜・日曜・祝日における対応、対応可能時間帯など）

	【緊急時の対応】

自動販売機の故障、商品の不備等に対する現場対応、問い合わせ及び苦情等に対する対応について、該当するものにチェックを入れてください。
□　土曜・日曜・祝日を含め、毎日駆けつけ対応可能
□　平日のみ駆けつけ対応可能
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　
＜具体的な内容＞
　コールセンター設置、平日と土曜・日曜・祝日における対応時間や対応方法など、具体的に記載してください。



７　貸付料又は使用料について

　　区に納入する貸付料について、売上金額に対する割合（％）を販売種目別に記載してください。
　　なお、①の紙パック自動販売機の貸付料は売上金額の２０％を下限、②のボトル缶・ペットボトルの貸付料は売上金額の３５％を下限、③のボトル缶・ペットボトルの使用料は売上金額の４０％を上限とします。

	①　紙パック自動販売機の貸付料は、月の売上金額の　　　　　　　　　％とします。

※設置場所： ゆいの森あらかわ１階ベビーステーション
②　ボトル缶・ペットボトル
自動販売機の貸付料は、月の売上金額の　　　　　　　　　％とします。

　　※設置場所： ゆいの森あらかわ５階自動販売機コーナー

日暮里図書館２階飲食スペース
③　ボトル缶・ペットボトル

　自動販売機の使用料は、月の売上金額の　　　　　　　　　％とします。

     ※設置場所： 尾久図書館１階北側出入口風除室



８　災害時の対応について
    災害時に対応できる自動販売機の機能や特性について、記載してください。　　　　　　　　　

	【機能や特性】

災害時などに対応できる自動販売機に関する機能や特性について、該当するものにチェックしてください。

□　飲料の無償提供　※紙パックの自動販売機のみ
□　災害情報発信機能
□　その他必要物品・食糧等の備蓄及び無償提供



９　その他
１～８の他に、区に対して特に提案したい事項がある場合、具体的に記入してください。
	


